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公告 

 

次のとおり事後審査方式一般競争入札(技術審査型総合評価落札方式)に付し

ます。 

なお、入札等については、関係法令に定めるもののほか、本公告によるもの

とします。 

 

令和 7 年 10 月 24 日 

 

 公益財団法人 愛知水と緑の公社 理事長 鈴木 希明  

 

１ 業務概要 

(１)業務名  運転保守等業務委託(日光川下流浄化センター始め) 

(２)業務場所 弥富市上野町地内始め 

(３)業務内容 処理能力 36,150 ㎥/日最大(令和 8 年度) 

詳細は設計図書及び運転保守等業務委託共通仕様書、同特記仕

様書、同関連業務要求水準書(別紙 1)によるものとします。 

(設計図書は別途交布します) 

(４)業務期間 令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日 

(５)予定価格等  

  ア 令和 8 年度分 金 249,843,000 円 

(うち消費税及び地方消費税の金額 金 22,713,000 円) 

    令和 9 年度分から令和 12 年度分の予定価格は令和 8 年度分を基本と 

し、対象施設の増減や物価変動等を考慮して算定します。 

  イ 最低制限価格 有 

  ウ 最低制限価格の算定式については、当公社(以下「公社」という)のホ

ームページをご覧ください。 

    アドレス https://aichi-mizutomidori.or.jp  

｢最低制限価格の算定式の改正について｣ 

(６)入札方法等 

ア 入札の参加を希望する者は、運転保守等業務委託技術評価に関する資

料等の作成要領(別紙５)「１．提出資料」に示した書類(以下「技術資料」

という)を提出してください。 

 技術資料は、３（７）アに示す期間に持参により提出してください。 

イ 入札書は、６（４）に示す期限までに公益財団法人愛知水と緑の公社

入札者心得書(別紙２)に定める入札書に令和 8 年度分の価格を記載し郵

https://aichi-mizutomidori.or.jp
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送(配達証明郵便に限る)により提出するものとし、その他の方法による

ものは受け付けません。 

(７)基本協定と各年度の契約について 

  公社は、落札者と運転保守等業務委託に関する基本協定書(案)(別紙８)に

より基本協定を締結するとともに、年度毎に契約金額を決定し、契約を締結

します。     

 落札者は、提出した技術資料の各項目に示した内容等について、契約を継

続する間は、その水準を維持しなければなりません。 

(８)本業務は技術資料等を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価し

て落札者を決定する総合評価(技術審査型)落札方式の業務です。 

 

２ 競争参加資格 

本入札に参加することができる者は次に掲げる要件を備えた単体業者(1社の

みで入札に参加しようとする者をいう)又は共同企業体とします。 

なお、共同企業体として３（３）に示す書類を提出した場合、その構成員が

単体で入札に参加することはできません。 

(１)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しな

い者であること。 

(２)技術資料の提出日から当該業務の落札決定までの間、「愛知県が行う事務

及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成 24 年 6 月 29 日付け愛知

県知事等・愛知県警察本部長締結)及び「愛知県が行う調達契約からの暴力

団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措置を受けていないこと。 

(３)あいち電子調達共同システム(物品等)公益財団法人愛知水と緑の公社入札

参加資格者名簿(令和 6 年・7 年度)において「役務の提供等」(大分類)、「建

物等各種施設管理」(中分類)、「上･下水道施設管理」(小分類)、「下水道施

設管理」(細分類)に第 1 希望として登録されている者であること。 

(４)下水道処理施設維持管理業者登録規程(昭和62年建設省告示第1348号）(以

下「管理業者登録規程」という)に基づく登録簿に登録されている本店又は

営業所を愛知県内に置き、当該本店又は営業所で当該事業を営んでいること。 

(５)入札参加を希望する者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がない 

こと。(基準に該当するものの全てが共同企業体の代表者以外の構成員であ

る場合を除く) 

ア 資本関係 

      以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一

方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除きます。 

(ア)親会社と子会社の関係にある場合 

(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 
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   イ 人的関係 

     以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社

の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除きます。 

        (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

    ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

 その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認め

られる場合。 

(６)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の

申立てがなされていない者、又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21

条に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

  ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者、又は民事再

生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の

申請を行い認定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申

立てをなされなかった者とみなします。 

(７)地方公共団体又は公社等※１が発注する委託業務において、過去 3 年間(令

和 4 年度から令和 6 年度まで)に元請けとして次に掲げるアとイの委託業務

の全てを実施して完了した実績があること。なお、共同企業体としての実績

も認めます。 

  ア 流域下水道又は公共下水道の終末処理場※２(標準活性汚泥法又は高度

処理方式※３)の運転保守に関する業務(ただし、同一の終末処理場にお

いて水処理と汚泥処理とを一括して受注しているものに限る)を 10 件

以上。 

      なお、受注件数は 1 カ所の終末処理場で年度毎に 1 件と数えるものとし

ます。(同一処理場を 3 年間受注した実績があれば 3 件とします) 

※１地方公共団体から終末処理場の管理を受託している、公益財団法人

又は一般財団法人である下水道公社等のことをいいます。 

※２ここでいう「終末処理場」とは、下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)

上の終末処理場をいいます。（以下同じ） 

       ※３高度処理方式とは、窒素又はりんを高度に除去するために行う嫌気

好気活性汚泥法又は嫌気無酸素好気法等のことをいいます。(以下

同じ) 

イ アの受注実績のうち処理能力が 1 万㎥/日最大以上※４の終末処理場の

運転保守業務を 3 件以上。 

  ※４契約時における現有水処理能力のことをいいます。(以下同じ) 

(８)本店又は愛知県内の営業所で ISO9001、ISO14001、又は ISO5501(いずれも

下水道の運転管理に関するものに限る)のいずれかを取得していること。 
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(９)業務総括責任者として、業務全体の把握及び委託業務従事者の指揮監督を

行い、監督員と密接に連絡をとり、相互に協力して委託業務を確実かつ円滑

に履行できるとともに、次に掲げる資格･経歴全てを有する者を本件委託業

務に専任で配置できること。 

 ア 入札参加を希望する者と直接的な雇用関係にある社員であること。 

イ 管理業者登録規程第 3 条第 1 項で規定する下水道処理施設管理技士の

資格を有すること。 

ウ 流域下水道又は公共下水道の処理能力が 1万㎥/日最大以上の終末処理

場(標準活性汚泥法又は高度処理方式)において、水処理施設に関する

実務経験と汚泥処理施設に関する実務経験を合わせて 5 年以上、かつ

それぞれの実務経験を 1 年以上有すること。 

エ 流域下水道又は公共下水道の処理能力が 1万㎥/日最大以上の終末処理

場(標準活性汚泥法又は高度処理方式)において業務総括責任者として

の経験を 1 年以上又は副総括責任者としての経験を 3 年以上有するこ

と。 

なお、本項でいう経験年数にはウの実務経験は含まないものとします。 

(10)副総括責任者として業務総括責任者の補佐代行を行い、高度な管理能力や

技術力により必要に応じて的確な判断を行うとともに、次に掲げる資格･

経歴の全てを有する者を本件委託業務に専任で配置できること。 

   ア 入札参加を希望する者と直接的な雇用関係にある社員であること。 

イ 管理業者登録規程第 3 条第 1 項で規定する下水道処理施設管理技士の

資格を有すること。 

ウ 流域下水道又は公共下水道の処理能力が 1万㎥/日最大以上の終末処理

場(標準活性汚泥法又は高度処理方式)において、水処理施設に関する

実務経験と汚泥処理施設に関する実務経験を合わせて 3 年以上、かつ

それぞれの実務経験を 1 年以上有すること。 

(11)電気主任技術者又は第 1 種電気工事士を 1 名以上、本件委託業務に専任で

配置できること。 

(12)委託業務の全従事者(運転保守等業務委託関連業務要求水準書(別紙１)に

基づく委託業務の従事者を除く)のうち、入札参加を希望する者と直接的な

雇用関係にある社員である者を過半数配置できること。 

 

３ 技術資料の作成及び提出について 

  技術資料は、運転保守等業務委託技術評価に関する資料等の作成要領(別紙

５)に基づき作成のうえ提出してください。詳細は次のとおりです。 

(１)作成に必要な資料等の交付及び閲覧 

  ア 交付及び閲覧の方法 
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入札関係資料等の作成にあたり必要となる資料等は、次のとおり交付

又は閲覧に供します。 

① メールにて送付 

     ・別紙５－２に示す記入様式のデータ(様式１～様式３) 

② 手渡しにて交付 

      ・設計図書 

③ 閲覧 (交付依頼受付期間に３(７)イの場所で閲覧に供する) 

      ・保守点検基準 

      ・令和 6 年度の愛知県流域下水道維持管理年報(希望する者のみ) 

 ｲ 交付依頼方法 

    件名を「令和 8 年度契約分の技術資料の交付依頼」とし、①会社名、

②所属部署、③役職、④氏名、⑤電話番号、⑥ＦＡＸ番号、⑦返信先

電子メールアドレス、⑧対象浄化センター名（複数可）を下記のメー

ルアドレスに送信してください。 

    なお、交付依頼のメールを送信後に下記の連絡先に電話しメールの着

信を確認してください。 

   ・連絡先及び送信先 

   公益財団法人愛知水と緑の公社 下水道部 管理課保全グループ 

   名古屋市中区丸の内三丁目 19 番 30 号(〒460-0002) 

   電話 (052)971-3054 

     FAX (052)971-3053 

メールアドレス g-ka@aichi-mizutomidori.or.jp 

 ウ 交付依頼受付期間 

   令和 7 年 10 月 24 日から令和 7 年 11 月 21 日まで。ただし、土曜日、

日曜日、及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規

定する休日(以下「休日等」という)を除く。午前 9 時から午後 5 時ま

で(正午から午後 1 時までを除く)とし、受付後随時交付します。 

(２)入札に参加を希望する者は、(３)の提出書類を持参により公社担当者と事

前に提出日時を調整したうえで提出してください。 

(３)提出書類 

  運転保守等業務委託技術評価に関する資料等の作成要領(別紙５)１．提出

資料に示す書類を提出してください。 

  ※書類を提出することができる者は、書類を提出する時において、２に掲 

げる競争参加資格を満たす者とします。 

  ※共同企業体にあっては、代表者が書類を提出しなければなりません。 

(４)指定した期限までに書類を提出していない者は入札に参加することはでき

ません。 

mailto:g-ka@aichi-mizutomidori.or.jp
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(５)書類に虚偽の記載をした場合は無効とします。 

(６)審査に必要な書類等の記載内容が不明確な場合は、担当者から説明を求め

ることがあります。又、提出された書類の内容等についてヒアリングを行

う場合があります。 

(７)書類の提出期間 

  ア 提出期間（添付書類の提出も含む。） 

    令和 7 年 10 月 27 日から令和 7 年 11 月 21 日まで。ただし、休日等を

除く午前 9 時から午後 5 時まで(正午から午後 1 時までを除く) 

  イ 提出場所 

    公益財団法人愛知水と緑の公社 総務課 企画指導グループ 

    名古屋市中区丸の内三丁目 19 番 30 号(〒460-0002) 

    電話 (052)961-0684 

  ウ その他 

   (ア)書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

   (イ)提出された書類は、申請者には返却しません。また、原則として

公表せず無断で使用することはしないものとします。 

    (ウ)提出期間終了後は、書類の修正及び不備に対する差し替えには原

則として応じることはできません。 

 

４ 入札参加資格の審査及び総合評価の方法 

  本業務は、応募者から提出された関係資料をもとに、２に示した入札参加

資格を審査するとともに、技術評価により、価格と価格以外の要素を総合的

に評価して落札者を決定する総合評価落札方式により、落札者を決定します。 

 これらは、公益財団法人愛知水と緑の公社「下水道部 運転保守等業務委

託」総合評価落札方式一般競争入札実施要領(別紙３)に基づき実施します。

また技術資料の審査は、公益財団法人愛知水と緑の公社「下水道部 運転保守

等業務委託」総合評価審査委員会(別紙３)が行います。 

 評価方法の詳細は、総合評価落札方式による評価方法等について(別紙５－

１)に示します。 

 

５ 本公告に対する質問 

(１)本公告に対する質問は次のとおり質問書(理事長宛とし、代表者名によるも

の。様式自由)を持参することにより提出してください。 

  ア 受付場所 

    ３（７)イの場所に同じ。 

  イ 受付期間 

    令和 7 年 10 月 27 日から令和 7 年 11 月 5 日まで。ただし、休日等を除
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く午前 9 時から午後 5 時まで。(正午から午後 1 時までを除く)  

(２)上記の質問に関する回答は、質問書受領後速やかに質問者に通知するとと

もに回答書は次のとおり閲覧に供します。 

  ア 閲覧場所 

    ３(７)イの場所に同じ。 

  イ 閲覧期間 

    令和 7 年 11 月 11 日から令和 7 年 11 月 21 日まで。ただし、休日等を

除く午前 9 時から午後 5 時まで。(正午から午後 1 時までを除く)  

 

６ 入札書の提出方法 

(１)入札は公益財団法人愛知水と緑の公社入札者心得書(別紙２)に定める入札

書に令和 8 年度分の価格を記載し郵送(配達証明郵便に限る)するものとし

ます。 

(２)入札回数は 1 回とします。 

(３)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10

に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするため、入札者は消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記

載してください。 

(４)送付期限 

  令和 7 年 12 月 8 日午後 5 時まで必着 

(５)送付先 

  公益財団法人愛知水と緑の公社 総務課 企画指導グループ 

  名古屋市中区丸の内三丁目 19 番 30 号 (〒460-0002) 

 

７ 開札 

  開札は次に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人の立会い

の下行います。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合におい

ては、本件入札事務に関係のない職員の立会いの下行います。 

（１）日時 

令和 7 年 12 月 9 日午前 10 時 

（２）場所 

  公益財団法人愛知水と緑の公社 本社 第 1 会議室 

  名古屋市中区丸の内三丁目 19 番 30 号 (〒460-0002)  

  電話 (052)961-0684 
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８ 入札保証金 

  免除 

 

９ 入札の無効 

  本公告において示した入札参加資格のない者の入札、技術資料等又は事後

審査に必要な書類に虚偽の記載をした者の入札又は、公益財団法人愛知水

と緑の公社入札者心得書(別紙２)において示した入札条件に違反した入札

は無効とし、無効の入札を行った者を落札者とした場合には落札決定を取

り消します。 

  この場合、公社は一切の損害賠償の責を負いません。 

  なお、落札決定時において２に掲げる資格のない者は、入札参加資格のな

い者に該当します。 

   

１０ 落札者の決定方法及び結果の通知 

(１)入札参加資格をすべて満たしている者のうち、１(５)に掲げる予定価格の

範囲内で別紙５－１の「総合評価落札方式による評価方法等について」に

示した算出方法により算出された評価値が最大であり、有効な入札を行っ

た者を落札候補者として、事後審査において入札参加資格を有することを

確認したうえで落札者とし、全ての入札参加者に対して落札決定通知書を

送付します。 

なお、評価値最大の者が複数いた場合は、くじにより落札候補者を決定し

ます。 

(２）落札候補者は、開札日から 2日(休日等を除く午前 9時から午後 5時まで(正

午から午後 1 時までを除く))以内に事後審査に必要な書類を持参により提

出しなければなりません。ただし、最低の価格をもって入札した者でない

場合でも、事後審査に必要な書類を求めることがあります。 

ア 事後審査に必要な書類 
別紙３「総合評価落札方式一般競争入札実施要領」第 7 条 3 項に規定する

書類 
・下水道処理施設維持管理業者登録規程第 7 条に基づく現況報告書の写し 
・愛知県の入札参加資格審査申請書の写し 
・ISO 審査登録証の写し 
・出資比率を証する書類の写し(共同企業体のみ) 
・（様式１）同種業務の元請実績調書 
・（様式２）配置技術者調書 
・（様式３）人員配置計画書 
・（様式４）配置予定従事者に関する事項 
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・（様式５）企業の技術力に関する事項 
・（様式６）ISO 認証取得に関する事項 
・（様式７）地域精通度に関する事項 
イ 提出先 
  ３（７）イの場所に同じ。 
ウ 提出部数 

1 部 
エ その他 
（ア）事後審査の書類の作成にあたり必要となる資料((別紙３)「総合評価

落札方式一般競争入札実施要領」様式第２(様式１～７))に示す記入

様式のデータは、３（１）ア①に示すデータ送付時に合わせて配信し

ます。 
（イ）提出書類に係る費用は、提出者の負担とします。 
（ウ）提出された書類は申請者に返却しません。また、原則として公表せ

ず、無断で使用することはしないものとします。 
   オ 落札候補者の事後審査の結果、入札参加資格を有しないことが判明し

た場合は、適格者が確認できるまで、次順位の評価値の者をもって入

札した者を新たな落札候補者として事後審査を行うものとします。こ

の場合は（２）中「開札日」とあるのは、「上位の落札候補者の審査

が終了した日」と読み替えるものとします。また、技術資料及び事後

審査に係る書類を審査した結果、評価値が次順位の評価値を下回った

場合も同様の扱いとします。 
   カ 技術資料及び事後審査に係る書類の審査にあたり、入札参加者の申告

した加算点が審査した加算点※５より過大となる評価項目がある場合

は、ペナルティーとしてその評価項目について審査した加算点から減

点を行います。減点(減じる点数)は下記の計算式のとおりです。ただ

し、入札参加者の申告した加算点が審査した加算点より過小となる評

価項目がある場合は、その評価項目の加算点の見直しは行いません。 

      減点＝入札参加者が申告した加算点－審査した加算点 

      ※５審査した加算点とは、公社が審査書類を確認した結果の加算点

です。 

(３)事後審査において入札参加資格がないと認められた者は、その理由の説明

を求めることができます。 

 説明を求めるときは、入札参加資格不適格通知書の通知日の翌日から起算し

て 5 日以内、ただし、休日等を除く午前 9 時から午後 5 時まで(正午から午

後１時までを除く)にその旨を記した書面を持参により提出しなければなり

ません。 
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   理由は、説明を求められた日から 5 日以内(休日等を除く)に書面で回答し

ます。 

  提出先 公益財団法人愛知水と緑の公社 総務課 企画指導グループ 

      名古屋市中区丸の内三丁目 19 番 30 号 (〒460-0002) 

      電話 (052)961-0684 

(４)技術評価点の値に疑問のある者は、その理由の説明を求めることができま

す。説明を求めるときは、開札後 5 日以内(ただし、休日等を除く午前 9 時

から午後 5 時まで(正午から午後 1 時までを除く))にその旨を示した書面を

持参しなければなりません。理由は、説明を求められた日から 5 日以内(休

日等を除く)に書面で通知します。 

  提出先は(２)の場所と同じです。 

 

１１ 契約保証金 

(１)落札者は、令和 8 年度契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めなけ

ればなりません。 

  また、落札者が契約上の業務を履行しないときは、その契約保証金は公社に

帰属するものとします。 

(２)落札者が、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全額又は

一部の納付を免除するものとします。 

  ア 公社を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

  イ 公社を債権者とする公共工事履行保険証券による保証を付したとき。 

(３)契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができま 

す。 

 ア 有価証券(利付き国債又は愛知県公債)の提供。 

  イ 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和

29 年法律第 195 号)第 3 条に規定する金融機関)、又は保険事業会社(公

共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条

第 4 項に規定する保証事業会社)の保証。 

(４)(１)から(３)に掲げる契約の保証は、契約の締結までに付さなければなり

ません。 

 

１２ 契約方法、支払条件 

   契約方法及び支払条件は、契約書、公益財団法人愛知水と緑の公社運転保

守等業務委託契約約款(別紙４)、公益財団法人愛知水と緑の公社契約事務処

理要綱(別紙６)及び、運転保守等業務委託に関する基本協定書(案)(別紙８)

の規定によるものとします。 
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１３ 特定の不法行為に対する措置 

(１)本件契約に関し、談合、贈賄等の不正な事実が判明した場合は、損害賠償

を請求します。また、損害賠償の請求に合わせて本件契約を解除することが

あります。 

(２)本件契約に関し、妨害又は不当要求を受けた場合は、警察へ被害届を提出

しなければなりません。これを怠った場合は、競争入札による契約若しくは

随意契約において契約の相手方としない措置を講ずることがあります。 

 

１４ 共同企業体の条件  

共同企業体の入札参加は認めますが、代表者及びその他構成員の 2 者、又

は 3 者により自主的に結成されたものであり、共同企業体の構成員の最小出

資比率が 2 者の場合はそれぞれ 30%以上、3 者の場合はそれぞれ 20%以上であ

り、かつ構成員のすべてが入札参加資格要件を満たす場合に限ります。 

 

１５ 業務の成績評定及び履行確認と契約金額への反映 

(１)成績評定 

  公社は受託者に対して、運転保守等業務委託共通仕様書、同特記仕様書、

同関連業務要求水準書(別紙１)に示す業務内容の履行状況を確認するた

め、２ヶ月毎に成績評定を行います。 

   成績評定は、運転保守等業務委託成績評定項目及び同評定基準(別紙７)に

基づいて行います。 

(２)成績評定による契約金額の減額 

   成績評定の結果、受託者が行う業務が公社の求める水準に達していない場

合は、運転保守等業務委託に関する基本協定書(案)(別紙８)に基づいて契

約金額の減額を行うことがあります。 

(３)技術提案の履行確認 

  落札者の技術提案は、加点評価された提案項目の内容を契約書に添付しま

す。また、落札者の技術提案は加点評価されなかった提案項目も含めて業

務実施計画書に記載を求めるとともに、監督・検査により提案内容の履行

の確認を行います。加点評価されなかった提案項目についても履行が必要

ですが、内容により監督員から実施が不適切、又は不要と判断された場合、

履行を認めない場合があります。 

(４)技術提案等の不履行による減額 

落札者が提出した技術提案での加算部分について、落札者の責による不履

行が認められ、公社からの実施の求めに対しても履行が認められない場合

は、年度毎に運転保守等業務委託に関する基本協定書(案)(別紙８)に基づ

いて契約金額の減額を行うことがあります。 
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１６ 基本協定の締結及び年度別契約について 

(１)公社と落札者は、１(７)に記した基本協定を締結し、令和 8 年度分の契約

は落札価格により締結し、令和 9 年度分から令和 12 年度まで随意契約によ

り毎年度契約を締結するものとします。 

   基本協定の内容、契約額の決定方法及びその他の事項等は、運転保守等業

務委託に関する基本協定書(案)(別紙８)によるものとします。 

(２)落札者は、応募に際し提出した技術資料等の各項目に示した内容について、

契約を継続する間、技術的内容、配置職員の要件等に関し、その水準を維

持しなければなりません。 

また、自主提案について、業務の効率化、安全性の向上、コストダウン等、

業務改善に繋がるものは適宜新たに提案することができます。 

 

１７ その他 

(１)入札、契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国の

通貨に限ります。 

(２)入札参加を希望する者は、本公告及び公益財団法人愛知水と緑の公社入札

者心得書(別紙２)を熟読し、公正かつ適切に入札してください。 

(３)現場説明会は開催しませんが、希望があれば現地確認を３(７)アで示す期

間受付けますので、(６)イに示す問い合わせ先までお申し出ください。 

(４)現受託者以外の者が本運転保守等業務委託の落札者になった場合、業務の

引継期間を令和 8 年 2 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までとし、本委託業務

の遂行に必要な情報を現受託者から引き継ぐものとします。 

なお、業務の引継に要する費用は落札者の負担とします。 

(５)本案件は、公社が令和 8 年度以降における愛知県流域下水道の指定管理者

として、愛知県知事により指定された場合を前提としています。よって、

状況により契約を締結できない場合があります。 

(６)添付資料 

・運転保守等業務委託共通仕様書、同特記仕様書、同関連業務要求水準書 

(別紙１) 

・公益財団法人愛知水と緑の公社入札者心得書(別紙２) 

・「総合評価落札方式一般競争入札実施要領」、「総合評価審査委員会設置要 

領」(別紙３) 

・公益財団法人愛知水と緑の公社運転保守等業務委託契約約款(別紙４) 

・運転保守等業務委託技術評価に関する資料等の作成要領(別紙５) 

・総合評価落札方式による評価方法等について(別紙５－１) 

・入札関係資料提出様式集及び記入方法(別紙５－２) 
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・公益財団法人愛知水と緑の公社契約事務処理要綱(別紙６) 

・「運転保守等業務委託」成績評定項目及び同評定基準(別紙７) 

・運転保守等業務委託に関する基本協定書(案)(別紙８) 

(７)問い合わせ先 

 ア 入札、契約等に関する事項 

   公益財団法人愛知水と緑の公社 総務課 企画指導グループ 

名古屋市中区丸の内三丁目 19 番 30 号 (〒460-0002) 

電話 (052)961-0684 

 イ 入札参加資格、業務内容等に関する事項 

   公益財団法人愛知水と緑の公社 下水道部 管理課保全グループ 

名古屋市中区丸の内三丁目 19 番 30 号 (〒460-0002) 

   電話 (052)971-3054 
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運転保守等業務委託  

技術評価に関する資料等の作成要領 
 
 本要領は令和 7年 10 月 24 日付けで公告した運転保守等業務委託に係る事後審査方式

一般競争入札(技術審査型総合評価方式)の入札に参加を希望する者が提出する必要のあ

る書類等の作成について、必要な事項を示すものです。 
総合評価に必要となる技術資料の記載要領並びに留意事項は次のとおりです。 
 
１．提出資料 
 
  ○様式１ 申請書の表紙 

○様式２ 技術提案に関する事項 
  ○様式３ 加算点申告表 
     
  様式及びその記入方法、留意事項等については、別紙 5－1「総合評価落札方式に

よる評価方法等について」及び別紙 5－2「入札関係資料提出様式集及び記入方法」

を参照してください。 
 
２．作成条件 
 
  作成する各項目の内容は委託全期間においてその水準を維持する内容を記入して

ください。但し、過去の実績を記入する項目は除きます。 
 
３．総合評価の方法に関する事項等 
 
  総合評価による評価基準及び手順、技術資料の作成に係る留意事項等は、別紙 5－

1「総合評価落札方式による評価方法等について」及び別紙 5－2「入札関係資料提出

様式集及び記入方法」を参照してください。 
 
４．資料は様式毎にインデックスを設け、チューブファイルに綴じたものを 2部提出

してください。 
 
５．受付期間終了後は、書類の修正及び不備に対する差し替えには原則として応じませ

ん。 
６．各様式毎に「様式」、「添付資料」の順に作成してください。 
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別紙 5－2 入札関係資料提出様式集及び記入方法 

 
様式１ 

令和 7 年  月  日 
公益財団法人愛知水と緑の公社 
理事長 鈴木 希明 殿 
 
                    住所 
                    商号又は名称 
                    代表者氏名            
                   （社印と代表者印を押印してください） 

 

運転保守等業務委託技術評価に関する資料の提出について 

 
 
総合評価落札方式による一般競争入札（技術審査型）の入札に参加を希望しますので、 
下記のとおり関係資料を添えて申し込みます。 
なお、申込者は地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4の規定に該

当しない者であり、技術資料の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 
 
 １．公告年月日    令和 7 年 10 月 24 日 
 
 ２．業務名     運転保守等業務委託（○○浄化センター始め） 
 
 ３．資料提出者  （技術資料の内容について、質問に答えられる方） 
 
   氏 名 
 
   部署名 
 
   電話番号  
 
 




























































